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清掃作業従事者研修実施報告について（通知） 

 

ご承知のとおり、「清掃作業従事者研修（以下「従事者研修」という）」の実施は、「建築物にお

ける衛生的環境の確保に関する法律」の規定により、建築物清掃業（第１号業種）及び 建築物環

境衛生総合管理業（第８号業種）の登録事業者に課せられた責務となっております。 

また、事業者は、登録 又は 更新時に関係行政機関へ報告する「従事者研修」の実施状況に関す

る書類として、指定団体が証明した「清掃作業従事者研修実施状況報告（以下「実施状況報告」と

いう）」が従事者要件の審査に活用できることとなっております。（厚生労働省健康局生活衛生課長

通知（平成 16 年 3 月 31 日）） 

指定団体は、「実施状況報告」を発行する際、指定団体が実施する指導者講習を修了した者によ

って、従事者研修が適正に実施されたと認められることを確認しております。（別紙２フロー図参

照） 

当協会では、この「従事者研修」が法定教育として位置付けられているだけでなく、作業従事者

の資質の向上を図り、すべての清掃業務の品質の安定へつなげ、建築物を利用する多くの人々に快

適な環境を提供するという重要な意義があることを踏まえ、実施状況報告の確認・証明については、

毎年聴き取りにより精査したうえで証明しております。 

ついては、「実施状況報告」の際には、別紙１等をご一読の上、報告されますよう、通知します。 

なお、報告内容が不十分なことで証明することができなかった登録事業所においては、登録の更

新時に影響を及ぼす恐れがあることも併せて通知します。 



別紙１ 

＜清掃作業従事者研修実施報告における注意事項＞ 

 

清掃作業従事者研修実施報告の際は、以下の点に留意し、ご報告されますようお願いします。 

なお、提出物２、３、５（下記）の様式は任意のもので構いません。 

また、当協会で推奨する様式は、別紙３・４（※１）としております。 

※１ 別紙３・４は、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録について」の一部改

正（平成２５年１月２１日付け厚生労働省健康局生活衛生課長通知 次のとおり）に対応し

たものとなっています。 

様式は、当協会ホームページ（http：//www.hbma.or.jp）からダウンロードできます。 

「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について 

概要 

平成１４年３月２６日付け厚生労働省健康局生活衛生課長通知「建築物における衛生的

環境の確保に関する事業の登録について」に定められる登録基準の留意事項のうち、従事

者の研修に係る内容の一部改正となります。 

ポイント 

・作業に従事する者全員が１年に１回以上研修を受講できる体制であること。 

・従事者全員を一度に研修することが困難である場合は、数回に分けても可。 

・研修の時間は、従事者に十分理解されるものであること。 

・研修の内容は、最新の知見を踏まえ、受講者の技能に応じたものであること。（追加事項） 

改正通知には、従事者研修を計画するに当たって参考となるカリキュラム例（別紙のとお

り）が記載されています。 

 

１．清掃作業従事者研修実施状況報告（計画） 

原紙（様式６－１）は、毎年５月中旬を目処に指導者講習 及び 証明実施案内とともに

発送します。 

２．清掃作業従事者研修計画書（兼）報告書（統括） 

総括的な報告書を指します。（別紙３の内容を充たしたもの） 

３．清掃作業従事者研修報告書（兼）報告書（詳細） 

日時、場所、指導者責任者名、指導実施者名、受講者名、受講者の押印、カリキュラム、

課目ごとの研修時間、使用教材名を含む詳細な報告書を指します。（別紙４の内容を充たし

たもの） 

予定した研修日に、何らかの理由で研修が受講できなかった従事者へは補講を行うこと

としてください。 

４．清掃作業従事者研修指導者認定書（写し） 

清掃作業従事者研修実施状況報告に記入されている指導者の認定書（有効期間内）の写

し。 

５．研修風景写真２葉以上 

日付入りで、可能な限り指導者 及び 受講者が写っているもの。 

作業風景写真だけでは認めません。 



別紙２ 

◆フロー図 

 

                 (助言等) 

 

 

                 (報告等) 

 

(指定、指導等) (申出、報告等)            (登録、検査等)  (申請、報告等) 

 

 

 

 

 

             (開催)        (受講) 

 

 

 

 

 

             (確認)        (作成) 

             (証明)        (報告) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 都道府県・保健所設置市 

 

 

 

 

 

 

 

  (協力) 

登録業者(1,8号)(法第 12条の 2) 

 

 

 

 

 

 

(研修実施)   (研修実施) 

 

 

 

 

 

    (受講) 

(公社)広島 

ビルメンテナンス協会 

指導に当たる者等 

清掃作業従事者 

事業主 指定団体 

(法第 12条の 6第 1項) 

(公社)全国 

ビルメンテナンス協会 

清掃作業

従事者研

修指導者

講習 

(法第 12 条の

6第 2項) 

清掃作業

従事者研

修実施状

況報告 

(関係書類) 

清掃作業従事者研修 

(法施行規則第 25～30条) 

聴き取りにより精査

したうえで証明 



 

清掃作業従事者研修実施報告のご案内 

１ 報告日時会場  登録事業所名の五十音で、日時を指定させていただきます。 

※該当する日時・会場で報告できない場合は、協会事務局までお問い合わ

せください。 

【広島会場（福山・尾道・三原・三次・庄原地区を除く登録事業者】 

広島ビルメンテナンス会館（広島市西区己斐本町 2-19-3） 

日付 時間 登録事業者名（和字） 

令和 8年 6月 22日(月) 
 9:00～12:00 あ行 

13:00～16:00 か行 

令和 8年 6月 24日(水) 
 9:00～12:00 さ行 

13:00～16:00 た行 

令和 8年 6月 25日(木) 
 9:00～12:00 な行 

13:00～16:00 は行 

令和 8年 6月 26日(金) 
 9:00～12:00 ま・や・ら・わ行 

  

 

【福山会場（福山・尾道・三原・三次・庄原地区登録事業者）】 

福山商工会議所ビル 306会議室（福山市西町 2-10-1） 

日付 時間 登録事業者名 

令和 8年 6月 24日(水) 
10:00～12:00 あ～さ行 

13:00～16:00 た～わ行 

 

２ 報告書類及び手順  別紙「清掃作業従事者研修実施状況報告について（通知）」及び別紙 3・

4・5を参考に作成し報告してください。 

(1) 上記１の指定日に上記２の報告書を実務者が持参する。 

(2) 当協会審査員が「清掃作業従事者研修実施報告書における注意事項 

別紙１に従い、報告内容をヒアリングにて確認します。(具体的には、別

紙 6「清掃作業従事者研修報告書審査結果報告書(兼)履歴書」に基づい

て確認しますのでご持参ください。) 

(3) 提出していただいた「清掃作業従事者研修実施状況報告(計画)」に全

国協会長印と広島協会長印を押印し、後日送付いたします。 

 

３ 証明手数料   税抜金額         4,546円（10％対象） 

          消費税額          454円 

          証明手数料（税込金額）   5,000円 報告時に現金にてお支払いください。 

広島ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会登録番号  T3240005012708   


